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新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく 
健康診断の実施等に係る対応について（参考送付） 

 
 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、本会の活動に対しま

して、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づ

く健康診断の実施等に係る対応について」（４月２４日付事務連絡）で周知の依

頼をさせていただきました標記の件について、厚生労働省より５月２６日付で

改正のあった旨、国土交通省より参考送付がありました（別添１）。 

 併せて、「労働安全衛生法に基づく健康診断の実施の延期」に関するＱ＆Ａ が

公開された旨、情報提供がありました（別添２）。 

 つきましては、別紙をご理解いただいた上、会員企業の皆様にご周知いただ

きますようよろしくお願い申し上げます。 

 
以上 

 
労働部 吉田 


